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自動車リサイクル制度の評価・検討に当たっての論点整理（案） 

 

 

Ⅰ 自動車リサイクル制度の「あるべき姿」 

我が国の自動車リサイクルシステムは、法律施行以前より、解体業者による有用部品等の回

収、破砕業者等による破砕処理を通じた鉄・非鉄金属等の再生利用という市場を活用した処

理ルートが確立されていた。 

一方、平成７年４月に自動車破砕残さ（ＡＳＲ）の管理型最終処分場への埋立てが義務付け

られると、最終処分場の残余容量のひっ迫とそれに伴う処分費用の高騰が発生し、また鉄スク

ラップ価格の不安定な変動により、使用済自動車の取引が逆有償化したため、従来の市場を

活用したリサイクルシステムが機能不全に陥り、不法投棄・不適正処理が増大する懸念が高ま

った。 

こうした状況を受けて、自動車リサイクル制度では、特に処理に費用を要する３品目（フロン

類・エアバッグ類・ＡＳＲ）について、既存の処理ルートから分離して、そのリサイクル料金を新

車購入時にユーザーが負担し、関連事業者が適正な処理を行った上で、自動車製造業者等

が引き取って再資源化することで、使用済自動車が概ね有価で流通し、従来の市場によるリサ

イクルシステムが機能する状況を創出することを目指した。 

法施行後は、使用済自動車の取引の逆有償は解消し、使用済自動車の適正処理が確保さ

れ、不法投棄等も大幅に減少しており、その効果が発揮されている。現行制度の下、法制定当

初の目的であった不法投棄等の未然防止・ＡＳＲ等の最終処分量の極小化が概ね図られてい

る現状を踏まえると、今後は制度の特徴を踏まえて、自動車製造業者等の環境配慮設計等の

一層の取組や使用済自動車のリサイクルの全体最適化の促進等を通じて、解体・破砕段階も

含めて質の高いリユース・リサイクルを推進し、資源の有効利用と社会的コストの低減を同時に

追求していくことが重要であると考えられる。 

これらの取組を通じて、自動車リサイクル制度全体のあるべき姿として、使用済自動車の発

生が抑制（リデュース）され、全ての使用済自動車が可能な限り環境負荷が少ない方法でリユ

ース・リサイクルされ、持続可能な形で資源の有効利用が行われ、リユース・リサイクルに関する

社会コストが最小化され、使用済みとなった場合でも自動車が市場価値を有し経済的な理由

からの不法投棄の恐れが無いシステムを実現していくことが求められている。 
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Ⅱ 「あるべき姿」の実現に向けた考え方 

自動車リサイクル制度では、３品目の再資源化等を既存のルートから分離することにより、使

用済自動車が概ね有価で流通し、従来の市場によるリサイクルシステムが機能する状況を創出

することが目指された。 

こうした制度を作りあげたメリットとして、３品目の再資源化等の状況のモニタリングが容易に

なり、３品目の再資源化等が劇的に進んだことが挙げられる。ＡＳＲの再資源化を自動車製造

業者等が実施するに伴い、ＡＳＲの 70％の再資源化目標を通じて、使用済自動車全体の 95％

を間接的にリサイクルすることが目標として設定されたが、自動車リサイクル制度の導入時は約

83％であったものが、現在では 100％に近い水準を達成している。また、リサイクル料金の預託

状況や使用済自動車の再資源化等の状況は、登録・届出情報と連携することにより、情報を１

台ごとに管理することが可能になっており、欧州の制度等と比較しても、大きく評価されている

ポイントである。今後は、３品目だけではなく、自動車全体で３Ｒを推進し、また質を向上してい

く観点で評価・取組を行っていくことが重要である。 

また、３品目が自動車製造業者等によって再資源化等されることにより、自動車製造業者等

による環境配慮設計や再資源化等に要する費用低減のインセンティブを生じさせることができ

た。ユーザーによる選択やモニタリングを通じて、こうした機能を強化することが重要である。一

方で、ＡＳＲについては、制度導入以前は解体・破砕業者が自ら産業廃棄物として処理してい

たが、制度導入により、自動車製造業者等がＡＳＲを引き取り、再資源化することとなったため、

解体・破砕段階においてＡＳＲの発生量を低減させるインセンティブが働きにくくなったことから、

自動車リサイクルの全体最適化を図ることで、ＡＳＲの発生量及び処理コストを低減することが

求められている。  

さらに、ユーザーがリサイクル料金を負担した結果として、使用済自動車の価値が向上した。

使用済自動車の価値は資源価格に大きく左右されるが、自動車リサイクル制度の導入後は基

本的には有価での取引が行われている。自動車リサイクル制度のロバスト性を高めるとともに、

ユーザーのリサイクルに係る実質負担を軽減する観点から、使用済自動車の価値向上をユー

ザーに還元していくことが重要である。 

 

自動車リサイクル制度に係る社会的コストを低減するという観点では、３品目のうちの１つで

あるフロン類の冷媒転換が図られ、回収及び処理料金の負担が不要になりつつあることは象徴

的な出来事である。エアバッグ類についてもＩＳＯ対応など、易リサイクル設計が進展するなどし

て、エアバッグ類の処理が容易になりつつある。そのため、今後、解体・破砕段階における質の

高いリユース・リサイクルが進み、ＡＳＲの発生量が低減すれば、自動車リサイクルに関する社

会コストが劇的に低減することも想定しうる。 

また、３品目を既存の処理ルートから切り離し、自動車製造業者等が再資源化することにより、
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ユーザーによるリサイクル料金の負担が発生しただけではなく、その授受や管理・運用、情報

の管理等の業務が必要となっていることから、これらの業務の効率化を進め社会的コストを引

下げていくことも重要である。その際、リサイクル料金の低減に向けて、リサイクル料金余剰分の

効果的な活用を図っていくことが求められている。  

 

自動車リサイクル制度では、こうした既存の自動車処理ルートを活用した使用済自動車のリ

サイクルの円滑化に加えて、ユーザー、関係事業者、自動車製造業者等、自治体、国が適切

に役割分担をすることで、安定的にリサイクル・適正処理が行われる体制を構築している。引き

続き、関係事業者の知識・能力の向上や、自治体業務の円滑化、不適正事案のモニタリング

の強化等を通じて、自動車のリサイクルが適正かつ確実に行われる環境の整備を進めていく

必要がある。また、引き続き離島地域における自動車リサイクルの支援や不法投棄の解消に向

けた対策を行うとともに、大規模災害・事故時等の非常時対応の円滑化を図るなど、制度のロ

バスト性を強化していくことも重要である。 

 

ハイブリッド自動車や電気自動車、燃料電池自動車等の次世代自動車の増加や、炭素繊

維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）等のこれまで使用されていなかった素材が使われ始めるなど、自

動車リサイクル制度は常に変化にさらされている。新たな部品や素材についても、自動車製造

業者等はリユース・リサイクルを容易にすることが責務とされており、既存のリサイクルシステム

において処理が困難な部品や素材を使用する場合にはセーフティネットを整備するなど主体

的な役割を果たすことが求められている。また、制度としても将来の変化に備えて柔軟に対応

を行うことが重要である。 

 

さらに、日本から多くの中古自動車が輸出されていることも踏まえ、諸外国の自動車リサイク

ルに係る社会的課題の解決に向けて積極的に貢献していくことが求められている。自動車ユ

ーザーや関係事業者の理解を得ながら自動車リサイクル制度を含む自動車関連制度を段階

的に発展させてきた我が国の経験を伝達するとともに、我が国の自動車リサイクル事業者等の

海外進出の促進や人材の育成等を通じて、我が国の自動車リサイクル事業者等の競争力向

上を図りながら、諸外国の自動車リサイクルに係る社会的課題の解決に向けて積極的に貢献し

ていくことが重要である。 
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Ⅲ 「あるべき姿」の実現に向けた対応の方向性 

自動車リサイクル制度の「あるべき姿」の実現に向けて、１．自動車における３Ｒの推進・質の

向上、２．自動車リサイクル制度の安定的かつ効率的な運用、３．自動車リサイクルの変化への

対応と国際展開の３つの柱に沿って、対応の方向性を整理した。 

 

１． 自動車における３Ｒの推進・質の向上 

（１）環境配慮設計・再生資源活用推進による解体・破砕段階でのリユース拡大・リサイクルの質

の向上 

解体・破砕段階でのリユース拡大やリサイクルの質の向上を持続的かつ自律的に進めるた

めには、より多くの部品や素材をリユース・リサイクルすることが解体・破砕事業の収益性を高め、

更に収益性を高めるためにより多くの部品や素材がリユース・リサイクルされるような、「リユース

拡大・リサイクルの質の向上と収益性向上の好循環」を生み出す必要がある。この好循環を通

じて、ＡＳＲ再資源化に係るユーザー負担の軽減が図られるとともに、自動車の３Ｒの推進・質

の向上が図られると考えられる。 

この好循環を実現するためには、自動車製造業者による環境配慮設計の推進や再生資源

活用拡大を促進することが重要であると考えられる。 

自動車の解体性が向上することや再生資源の需要が拡大すること等により、自動車の解体

時のコスト低減が図られ、部品リユースや取り外した素材の売却（マテリアルリサイクル）の収益

性が向上し、より多くの部品や素材をリユース・リサイクルするインセンティブとなる。また、解体・

破砕事業の収益性向上は、使用済自動車の価値の向上につながり、結果的にユーザーにそ

の便益が還元される効果も期待される。 

 

①環境配慮設計の推進とその活用 

現状では、自動車製造業者等は、法第３条の責務規定等に基づき環境配慮設計に努める

こととされているが、その定量化は困難であるため、十分な評価はなされていない。また、自動

車製造業者による環境配慮設計が進むためには、ユーザーが環境配慮設計の進んだ車を優

先して選択することも重要である。しかしながら、現状、ＡＳＲのリサイクル料金は、車両重量か

ら金属類や事前回収物品等の重量を除いた重量を基に算出されているため、環境配慮設計

により部品の取外し性が向上し、容易にリユース・リサイクルできるようになったとしても、料金に

は直接的に反映されないなど、環境配慮設計情報の活用は限定的な状況である。 
 

 解体業者と自動車製造業者のコミュニケーションにより、「リユース拡大・リサイクルの質

の向上と収益性向上の好循環」を実現する上で必要な環境配慮設計の効率的な導入や

情報の提供を進め、また、そのフォローアップを継続的に実施していくべき。 
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 環境配慮設計によって取外し性が向上し、容易にリユース・リサイクルを行うことができ

るようになった部品・素材については、ASR 予測発生量からその重量を除外することでリ

サイクル料金を引下げ、差別化を行う等、環境配慮設計の進捗の評価・活用方法につい

て検討するべき。 

 

②再生資源の需要と供給の拡大 

解体・破砕によって得られる再生資源については、再生資源の需要を喚起し、その付加価

値を高めていくことが、解体・破砕段階でのマテリアルリサイクルを促進するインセンティブとな

り、「リユース拡大・リサイクルの質の向上と収益性向上の好循環」の実現につながる。 

しかしながら、現時点では再生資源に対する需要はあまり高くない。自動車製造業者にとっ

ては、自動車の燃費性能や安全性能等の理由により天然資源と同様の品質・コスト競争力・安

定供給が求められることとなるが、これらの条件を満たす再生資源は少なく、再生資源の価格

優位性も乏しい一方で、再生資源の利用によるコスト増を価格転嫁することがユーザーに受容

される状況ではないため、市場原理においての利活用は限定的な状況である。 

再生資源の需要拡大を通じて「リユース拡大・リサイクルの質の向上と収益性向上の好循環」

を実現するためには、再生資源が広域的に効率よく収集・供給される環境を整備することによ

って再生資源の付加価値を高めるとともに、自動車製造業者が再生資源の利用を自発的に拡

大させていくことが重要である。 
 

 再生資源の活用について、需要面・供給面双方の課題を整理した上で、その課題を解

決する方法について検討するべき。 

 その際、ユーザーが最終的に製品を選択し、使用済自動車として引渡すことを踏まえ、

自動車ユーザーが自動車リサイクルにおける環境配慮設計や再生資源利用の重要性、

社会的便益を理解し、ユーザーによる環境配慮設計や再生資源利用の進んだ自動車の

積極的な選択を促すような情報発信やユーザーへのインセンティブ等のあり方について

検討するべき。 

 

（２）２Ｒ（リデュース・リユース）の推進 

自動車における２Ｒの推進に当たっては、部品リユースを進めることが重要である。安価なリ

ユース・リビルド部品によって整備・修理することができれば、経済的な理由から自動車を廃棄

する可能性は低減され、中古車として引き続き使用されることになる。 

一般に、素材としてリサイクルするよりも、部品としてリユースする方が高く売却できるため、

解体業者においてリユースをリサイクルよりも優先するインセンティブが働いており、解体業者

により自発的にリユースの取組が行われている。また、近年、自動車保険のノンフリート等級別
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料率制度の改定により、自費修理の増加が見込まれ、その際、安価なリユース・リビルド部品の

活用が期待されている。さらに、ユーザーに対するリユース・リビルド部品の信頼性向上や物流

の高度化を図るため、関連事業者団体を中心に自動車補修用リサイクル部品の規格化の取組

が行われている。加えて、保険修理でのリユース・リビルド部品の利用については、一部の損害

保険会社において、解体業者・整備業者と連携して、修理の際にリユース・リビルド部品を使用

することを保険契約者が事前に確約することにより保険料を割引く「リサイクル部品特約」が商

品化されている。 

一方で、リユース・リビルド部品市場は拡大傾向にはあるものの、その伸びは鈍化していると

され、普及拡大に向けた更なる取組が必要であると考えられる。 
 

 リユース・リビルド部品の利用について、更なるユーザー理解の促進に取り組むととも

に、部品の規格化の取組等を通じて、それぞれの部品を比較・評価しやすい環境を創出

し、ユーザーがリユース・リビルド部品を選択しやすい状況を構築していくべき。 

 

（３）リサイクルの質の向上 

①自動車リサイクルの全体最適化を通じたリサイクルの質の向上 

マテリアルリサイクルを実施するに当たっては、回収のタイミング（解体段階・破砕段階・ＡＳ

Ｒ再資源化段階等）、収集方法、再資源化方法等によって、得られる再生資源の質やコストが

大きく異なる。特に、レアメタルやプラスチック、ガラス等の現段階ではリサイクルの収益性の乏

しい素材について、どのようにビジネスとしてマテリアルリサイクルを進めていくが課題である。こ

れらについては、解体段階で回収すれば素材として取り出しやすく、また破砕するためエネル

ギー消費の低減、摩耗による設備への負荷回避、破砕・選別されるその他資源の品質向上に

も資する可能性があるが、現状では、解体・破砕業者によって技術的かつ経済的に可能な範

囲で有用物が回収された後の残さであるＡＳＲに含まれ、大部分は廃棄物としてリサイクル料金

を用いてスラグや燃料として再資源化されている状況である。 

こうした素材のリサイクルを解体・破砕段階で行うことは、ＡＳＲの発生量を抑制し、ユーザー

が負担しているＡＳＲのリサイクル費用を低減させることにもつながるため、解体業者・破砕業

者・自動車製造業者等が連携し、全体最適化を図ることで、リサイクル全体の質の向上と社会

的コストの低減も可能になると考えられる。 
 

 現行の制度下においても、精緻な解体や分別の徹底等により、リサイクルの質の向上と

収益力向上を同時に追求している関係事業者が存在する。こうしたリサイクルの質の向

上と収益力の向上を図っている解体・破砕方法について、ベストプラクティスをまとめると

ともにモデル事業の実施等を通じて普及を促進するべき。 

 リサイクル全体の質の向上と社会的コストの低減を達成するため、法第 31条に定められ
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る全部再資源化の運用改善等、自動車リサイクルの全体最適化の取組を促進する方法

を検討するべき。 

 

②リユース・リサイクルの推進・質の向上の進捗状況の把握・評価について 

自動車リサイクル法においては、自動車製造業者等に対し、ＡＳＲ等の再資源化目標が設

定されており、現状では法律で定められる目標を大幅に上回っている。 

一方で、解体・破砕段階においては、リユース・リサイクルが経済的・技術的に可能な範囲で

行うこととされていることから、自動車製造業者等のＡＳＲ再資源化の取組は解体・破砕後のＡ

ＳＲの性状に左右されることになるため、自動車全体のリユース・リサイクルの進捗を評価する観

点では、ＡＳＲの再資源化だけではなく、解体・破砕段階での取組と一体的に評価される必要

がある。また、最終処分量削減やリサイクル料金低減の観点からも、自動車全体でリユース・リ

サイクルの進捗を評価することが重要である。 
 

 ＡＳＲの再資源化率に加えて、解体・破砕段階を含めた自動車全体のリユース・リサイク

ルの推進・質の向上の進捗について定量的な評価を行う方法について検討し、状況把

握・評価を行うべき。その際、自動車への資源の利活用状況等も踏まえて、解体業者・破

砕業者・自動車製造業者等が連携して行う、自動車全体のリサイクルの最適化を図る取

組を高く評価するべき。 

 

 

２．自動車リサイクル制度の安定的かつ効率的な運用 

（１）引取業のあり方について 

ユーザーとの接点となる引取業者については、ユーザーに対して自動車の使用状況や中

古車及び使用済自動車としての価値等の情報を積極的に提供することで、中古車とするか使

用済自動車とするかの判断が適切に行われ、自動車リサイクルシステムの入り口としての機能

を十分に果たすことが重要である。ユーザーへの十分な情報提供は、ユーザーに判断材料を

提供するだけではなく、引取業者間の競争を通じて、自動車リサイクルに係るユーザーの実質

負担の軽減にもつながる。これは、自動車リサイクル制度において、ユーザーがリサイクル料金

を負担することによって向上した使用済自動車の価値を、使用済自動車の引取価格の向上と

いう形でユーザーに還元することが可能であることを意味する。 

一方で、引取業者へのヒアリングを通じて、中古車及び使用済自動車としての市場価値の

判断においてオートオークションが活用されている実態や、「使用済自動車判別ガイドライン」

の活用方法、中古車及び使用済自動車の流通における損保会社の役割等に関して、多くの

問題提起がなされた。 
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 「使用済自動車判別ガイドライン」を踏まえながら引取業者がユーザーに対してどのよう

な情報提供を行うべきか改めて整理し、引取業者はそれに基づく対応を進めていくべ

き。 

 ユーザーが使用済自動車の価値について理解をより深め、主体的に引取業者を選択で

きるようにするため、関係主体が適切な役割分担を行いながら、使用済自動車が資源的

な価値を持ち、使用済自動車から中古部品や資源が回収され、有効活用されているとい

うことについて、ユーザーへの情報発信を行っていくべき。 

 

（２）不法投棄・不適正処理への対応の強化 

自動車リサイクル制度の安定運用のためには、ユーザー、関係事業者、自動車製造業者等、

自治体、国が適切にそれぞれの役割を果たすことが必要であるが、依然として不法投棄・不適

正保管、許可・登録業者の不適正処理、ヤードにおける無許可解体等の事例が散見されてお

り、関係事業者に対する監督や優良事業者の育成が求められている。仮に不適正処理が横行

した場合、優良事業者の競争力が相対的に低下することとなるため、３Ｒの推進・質の向上を図

るためにも、適正かつ確実にリサイクルが行われる環境の整備を図る必要がある。 

一方、自治体からは、関係事業者が自ら作成した標準作業書に基づかない使用済自動車

の再資源化を行っていた場合でも再資源化基準に基づく指導が困難という指摘があり、指導

根拠の明確化や担保規定の追加が求められている。また、外国人業者など多様な業者への対

応が求められることから、自治体の指導の円滑化に向けた環境整備を図っていくことが求めら

れている。 

また、３Ｒの推進・質の向上を進めるためには、ユーザーが使用済自動車を質の高いリサイ

クルを確実に行う優良事業者に優先的に引き渡していくことも重要である。近年、一部の解体

業者による講習制度が設けられるなど、業界による優良事業者の育成等の自主的な取組が進

められているところである。これらの取組を、今後自動車リサイクル制度において、どのように活

用できるか、更なる検討が求められている。 

不法投棄事案については、制度により改善が図られたものの、依然として新規発生が確認

されているが、その多くは原因者が特定されているものであることから、自治体において関係部

局と連携の上、廃棄物処理法等に基づく対応や、不法投棄対策支援事業等の活用により対策

を進めていくことが求められている。 
 

 適正なリサイクルの確保及び関係事業者の競争環境の整備を図っていくため、不適正

事案に関する状況分析を進め、再資源化基準等の見直しや標準作業書ガイドラインの

改訂、自動車リサイクルシステムの情報提供や、自動車再資源化協力機構との連携促

進など、自治体による指導の円滑化及びその徹底に向けた環境整備を図るべき。 
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 質の高いリサイクルの推進に向けて、講習制度等を活用し、解体業者等の能力の一層

の向上を進め、質の高いリサイクルを行う優良事業者の差異化を行うべき。また、認定さ

れた優良事業者に関する情報については、使用済自動車の引渡しの際の参考とするこ

とや、自治体許可・登録業務への活用の可能性を考慮して、内容の充実、プロセスの透

明化、公平性の確保を図っていくための検討を行うべき。 

 不法投棄等の未然防止及び解消に向けて、その現状及び発生要因について詳細な分

析を進め、使用済自動車の価値に応じて円滑かつ効率的にリサイクルが行われるよう、

課題の整理、対応方法の一般化を図るべき。 

 

（３）使用済自動車等の確実かつ適正な処理の推進 

①リサイクルの円滑化によるロバスト性の向上 

自動車リサイクル制度においては、特預金を活用して、離島地域で発生した使用済自動車

の輸送費用の一部を負担する制度が設けられ、離島地域における自動車のリサイクルの円滑

化が図られている。 

また、平成23年3月に発生した東日本大震災では、津波等の被害により車台番号が不明な

車両が多数発生したが、解体事業者等の関係事業者や関係自治体等の協力の下、滞りのな

い処理が行われた。その際、番号不明被災自動車の処理について、資金管理業務諮問委員

会での審議を経て、特預金を活用することが決定し、合計 1.8 億円（平成 26 年度末時点）の出

えんがなされた。このように、大規模災害に対して柔軟に対応を行った経験を活かしていく必

要があると考えられる。 

また、再資源化施設等のトラブルは、その規模に大小はあるものの発生し、ＡＳＲの保管や

運搬に支障が生じる事態が生じた。こうした事故等に備えた対策を事前に関係者間で確認をし

ておく必要がある。 
 

 制度のロバスト性向上に向けて、従来からの離島支援に加えて大規模災害時における

セーフティネット機能の構築や、再資源化施設の事故時など非常時の対応に関する関係

者間で課題共有を進め、実際に災害や事故が発生した際に迅速かつ円滑に自動車のリ

サイクルが行われる体制を整えるべき。その際、大規模災害時の対応に係る特預金の

活用について検討を行うべき。 

 

②解体自動車及び３品目の確実かつ適正な再資源化等のための監督等の強化 

自動車製造業者等は、ＡＳＲ等の再資源化目標が設定されているが、現状では法律で定め

られる目標を大幅に上回っており、今後は自動車全体の３Ｒの推進・質の向上の観点から評価

を行っていくべきとの指摘がある。一方で、解体自動車及び自動車製造業者等に引き渡された
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３品目の確実かつ適正な再資源化等という観点からも監督を強化していく必要がある。 

解体自動車については、適切に移動報告が行われ、確実に引取・引渡が行われていること

を確認することが重要であるが、一部の関連事業者において法律で定められた期限内に移動

報告が行われない車両が多数存在することが確認されており、移動報告に関する監督権限を

有する自治体が、事業者の移動報告状況を継続的に把握し、指導していくことが重要である。 

３品目についても、自動車製造業者等による再資源化等や解体事業者等による処理につい

て、立入検査等による監督・取締りを継続的に行っていく必要がある。 

エアバッグ類については、①爆発性があり、リサイクル工程における安全性の確保の観点で

問題があること、②ガス発生剤として、有毒なアジ化ナトリウムがかつて使用されていたこと、③

エアバッグ作動展開時に非常に大きな音が発せられることから、指定回収物品として指定され、

リサイクル料金を使用して再資源化を行うこととなった。アジ化ナトリウムは、製造段階における

使用が全廃されたが、一方で自動車の安全性向上の観点からエアバッグ類の搭載個数は増

加しており、引き続き、自動車製造業者等によるリサイクル容易設計等の取組が期待されてい

る。また、車上作動展開契約における作動漏れや虚偽の移動報告など、不適正な事例が監査

等により発覚している。このため、指定回収物品として自動車製造業者等による確実な再資源

化が行われ、またリサイクル料金が適正に使用されるよう、関係主体が連携して再資源化の監

督・取締りを強化していく必要がある。 

また、フロン類については、オゾン層破壊や地球温暖化を進める環境負荷物質であり、ユー

ザー負担により適正に管理され、破壊されることが求められている。しかしながら、初期充填量

に対して、フロン類回収業者において回収される量はその半分以下となっており、漏えいが発

生していることが考えられる。自動車リサイクル法において、自動車製造業者等がフロン類の適

切な再資源化に中核的な役割を果たし、環境配慮設計を進めて行くことが求められていること

から、使用済自動車からの回収の監督強化に加えて、自動車製造業者による抜本的な冷媒転

換等の取組について状況把握・評価を進めていく必要がある。 

なお、自動車から回収されたフロン類の再生については、自動車リサイクル法上、フロン類

回収業者が自ら再利用することは認められているが、自動車製造業者等に対しては引き取っ

たフロン類を全量破壊することが義務付けられている。フロン類の資源価値や業務用冷凍空調

機器のフロン類の再生需要への影響を踏まえて、資源としての有効利用を図る観点からフロン

類の適正処理を進めていく必要がある。 
 

 解体自動車及び３品目の確実かつ適正な再資源化等という観点から、移動報告情報等

を活用して、監督・取締りを強化していくべき。 

 特に、エアバッグ類については車上作動展開契約における作動漏れ等を防止するという

観点、フロン類については冷媒転換を図りつつ、使用済自動車からの回収量を向上さ

せ、資源としての有効利用を図る観点から、監督・取締りを強化する方法について検討
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するべき。 

 

③廃発炎筒への対応の強化 

廃発炎筒については、破砕工程において、破砕機の衝撃で発火する可能性があり、（一社）

日本鉄リサイクル工業会のアンケート（平成 20 年 11 月）では、1 ヶ月あたり約 60 件の発火が見

られ、事故に至ったのは約 8件あったとされている。平成 25年 1月に廃発炎筒処理システムが

構築されたことにより、解体・破砕段階から排出された廃発炎筒の回収・処理が促進され、発

火・事故件数は減少傾向にあるとされるが、事故リスクはなくなってはいない。 

（一社）日本 ELV リサイクル機構のアンケート（平成 26 年 12 月）では、破砕業者から解体業

者へ取り外しの要求がなされた解体業者においては取り外しがなされているのが大半である一

方で、廃発炎筒の取り外しをしていない解体業者のほとんどが破砕業者より取り外しを求めら

れていないことが分かっており、これは破砕業者において、設備上の対応が行われていること

が要因の一つと考えられる。 
 

 廃発炎筒については破砕業者の対応状況に応じて危険性が変化することから、解体業

者と破砕業者の交渉により、廃発炎筒が必要に応じて取外しが行われるような環境整備

を行うため、破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取を拒める理由に廃発炎筒の

混入を位置づけ、破砕業者における安全性を確保するべき。 

 

（５）自動車リサイクル全体の社会的コストの低減 

①ＪＡＲＣの機能強化と効率化 

自動車リサイクル制度においては、法律上の資金管理法人、指定再資源化機関、情報管理

センターに指定された（公財）自動車リサイクル促進センター（以下「ＪＡＲＣ」という。）が、ユーザ

ーから預かったリサイクル料金を管理・運用し、自動車の登録から使用済自動車の排出、解

体・破砕、ＡＳＲの再資源化までを情報管理している。また、ＪＡＲＣでは、セーフティネット機能

である不法投棄対策や離島対策等の業務も行っている。その費用はユーザーからのリサイクル

料金と自動車製造業者等からの拠出金により賄われており、その費用分担については、イニシ

ャルコストは自動車製造業者等の負担とし、ランニングコストのうち、リサイクル料金の預託収受

に要する費用や運用に要する費用等はユーザーの負担、人件費・施設管理費等は自動車製

造業者等の負担、その他の情報システムのリース・メンテナンス費等はユーザーと自動車製造

業者等の折半とすることが、制度運用開始前の審議会において合意されている。 

また、指定法人業務に関する予算や事業計画書等は主務大臣の認可を受けることが法律

上定められているほか、公益財団法人であるＪＡＲＣは会計監査や内閣府からの監査等により、

適正な業務運営を行う上でのチェックがなされている。その結果、自動車リサイクルシステムを
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安定的に稼働しつつ、ＪＡＲＣの運営の効率化が同時に図られている。 

一方で、今後、自動車リサイクル制度において、ＪＡＲＣはより主体的に制度の安定化・効率

化やその発展に向けた業務を行っていくべきという指摘もなされている。 
  

 自動車リサイクル制度におけるＪＡＲＣが果たすべき役割について、その費用をユーザー

及び自動車製造業者等が負担していることも踏まえながら、関係主体間の情報共有の

円滑化やデータの活用等の観点から、検討を行うべき。 

 ＪＡＲＣの運営に関しては、役割に応じてユーザーと自動車製造業者等が費用分担し、

意思決定への関与が図られており、ＪＡＲＣの業務運営も安定化・効率化してきている

が、その費用分担については、ユーザー及び自動車製造業者等が受ける便益やリサイ

クル制度において果たすべき役割の観点からあり方を検討するとともに、その費用につ

いても十分に精査し、両者の負担が低減するよう、見直しを行うべき（別紙参照）。 

 運営のチェック機能に関しては、ＰＤＣＡサイクルを強化し、見える化するなどして、業務

の適正さだけではなく、その効率化も十分に評価がなされるべき。 

 

②特預金の使途 

自動車リサイクル制度においては、中古車の輸出を行ったもののリサイクル料金の返還請求

がなかったものや、事故等によりフロンの破壊の必要がなかった場合のリサイクル料金等、再資

源化のために使われることがなくなったリサイクル料金については特定再資源化預託金等（以

下「特預金」という。）として扱われ、離島における自動車の運搬等の支援や不法投棄車両の処

理の支援等の指定再資源化機関の業務の一部、資金管理法人業務及び情報管理業務の費

用への補てんに対し、法律上に定められる資金管理業務諮問委員会等の審議を経て、出えん

が行われている。また、特預金については、法第 98 条第 2 項において、上記の業務に出えん

後なお余剰するものについて、自動車を購入するユーザーのリサイクル料金を割引できる規定

が設けられているが、これまで使用された実績はない。 

一方で、特預金はその発生額に比して出えん額が少なく、平成 25 年度末時点で 100 億円

（利息等を含む）の残高があり、その使途について改めて検討するべきではないかという指摘

がなされている。 
 

 特預金の使途については、ユーザーから自動車の再資源化のために預託された公益性

の高い資金であることを踏まえ、指定法人業務に必要な情報システムの改修等への使

用などリサイクル料金の低減につながる使途への出えんを優先するべき。 

 その上で、指定法人業務への出えんのために留保すべきと考えられる特預金の額を超

えてなお余剰するものについては、法に定められる通り、リサイクル料金を割り引くことで

ユーザーに還元すべき。その際、再生材を多く使用した車を中心に割引を行うなど、資
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源循環の促進等の観点から効果的な使途を検討するべき。 

 

③自動車製造業者等による再資源化等の効率化 

リサイクル料金の低減を図るという観点では、自動車製造業者等における再資源化等のコス

トを低減させていくことが重要である。自動車製造業者等が再資源化等を実施する３品目（フロ

ン類、エアバッグ類、ＡＳＲ）については、再資源化等に関する直接、間接経費を考慮して料金

が設定されており、自動車製造業者等はリサイクル料金を払い受けて再資源化等を実施して

いる。リサイクル料金については、リサイクル率の動向やリサイクルの質の向上等との関係、環

境配慮設計の進展状況等を十分に考慮して設定され、適切に使用されているか十分な評価を

する必要があるとの指摘がある。 

自動車製造業者等による再資源化等は、ＡＳＲについては 2 チームによる競争が図られて

おり、エアバッグ類・フロン類については自動車再資源化協力機構が再資源化等を行っている。

こうした取組は、リサイクル率の上昇、コストの削減、リサイクルの適正化の面で大きな成果があ

ったと考えられる。一方で、リサイクル率の上昇余地やコストの削減余地は減少してきていると

いう指摘やリサイクルの質を踏まえて評価されるべきという指摘もある。 
 

 自動車製造業者等が３品目の再資源化等に要する費用や社内費用等、費用の内訳の

公表のルール化を図り、リサイクル料金が適切に設定され、使用されているか継続的に

評価を行っていくべき。 

 ＡＳＲの再資源化については、チーム間の競争によるリサイクル率の上昇余地やコスト

の削減余地が減少していることから、中長期的な効率性、発展性の観点からチームを統

合することも想定されうるが、その際は、リサイクルの質の向上や効率化の目標につい

て十分に検討が行われるべき。 

 

④自動車製造業者等におけるリサイクル料金の収支について 

自動車製造業者等におけるリサイクル料金の収支状況は、各社合計で約 80 億円の黒字

（平成 25 年度末時点）となっており、また平成 25 年度単年でも 40 億円超の黒字が発生してい

る状況であり、法施行当初では想定していなかった規模となっている。 

黒字発生の要因については、廃車が発生する十数年後を見据えて料金設定することの困

難さ（制度の内在的要因）に加えて、自動車製造業者等において徹底的な処理コストの削減や

間接経費の圧縮など不断の努力が成果として現れたこと（メーカー努力による要因）、想定以

上に大きな利息が発生したことなど（外生的要因）が挙げられる。 

リサイクル料金の設定にあたっては、法第 34 条第 2 項において、「適正な原価を上回るもの

ではなく」とされており、その収支は中長期的に均衡が図られるべきである。リサイクル料金は、
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自動車本体価格から外部化され、公表されることによって、ユーザーによる監視が制度上機能

しており、自動車製造業者等各社で新モデルからリサイクル料金の引下げが順次実施されて

いるが、その効果が発揮されるまでには一定の期間を要し、黒字傾向の長期化及び黒字の拡

大が予想されている。 
 

 自動車製造業者等におけるリサイクル料金の収支の黒字については、リサイクル料金を

順次引下げていくことによって中長期的に均衡を図られるべきであるが、一方で既存の

ユーザーに対しても広く還元するという観点も重要であることから、自動車製造業者等の

自主的な取組として、自動車製造業者等に払い渡されたリサイクル料金の余剰部分を

基金等に拠出して、リサイクルの高度化や新しいリサイクル技術の開発などを行う仕組

みを検討すべき。 

 制度設計に当たっては、成果が広く周知・展開され、リサイクル料金の低減やリサイクル

の高度化等を通じてユーザーに還元されることや、技術開発等が公平性・透明性を持っ

て行われること、リサイクル料金が不足した場合には自動車製造業者等の負担となるこ

とを考慮する必要がある。また、自動車製造業者等の努力による処理コスト削減を引き

続き促進するような仕組みとすることが重要である。 

 

 

３．自動車リサイクルの変化への対応と国際展開 

（１）次世代車／素材の多様化への対応 

①次世代自動車のリユース・リサイクルに関する課題の整理 

ハイブリッド自動車や電気自動車、燃料電池自動車等の次世代自動車は普及が拡大して

おり、2013 年度末時点での保有台数は約 300 万台となっている。次世代自動車の普及に関す

る政府目標では、2030年度までに新車販売に占める次世代自動車の割合を 5割から 7割とす

ることを目指しており、今後一層の普及が図られることが想定される。現時点では、使用済自動

車としての排出は 1 万台に満たないが、新車販売台数の拡大とともに使用済自動車の排出も

増加する。 

次世代自動車では、大容量・高電圧のバッテリーや駆動用モーター、燃料電池自動車では

燃料電池スタックや水素タンクなど、これまでの内燃機関を用いた自動車では使われていなか

った部品が搭載されている。これらの部品のリユース・リサイクルに当たっては、レアメタルが含

有されているため高度なリサイクルが求められることや、リユース・リサイクルに当たって取扱い

に注意を要すること等を考慮する必要がある。 

特にリチウムイオン電池については現時点で有価で取引されている一方で、コバルト等のレ

アメタルの使用量削減が進む中でのリサイクルのあり方や、高電圧や発火の危険性があるため

取扱いに注意が必要であること、電池の残存性能についてユーザーに分かりやすく情報提供
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することなどがリユース・リサイクルを行う上での課題として指摘されている。 
 

 次世代自動車については、レアメタル等の有用金属を含む新しい部品が含まれているこ

とから、将来的にリユース・リサイクルが円滑に行われ、かつ、戦略的に資源が有効利

用されるような技術開発・体制の整備等を継続して行っていくべき。 

 特にリチウムイオン電池については、取扱いに注意を要することから解体業者への周知

を強化するとともに、安定的・持続的に回収・リサイクルが行われるような体制の整備を

検討するべき。 

 

②素材の多様化への対応 

近年、車体重量の軽量化のために、従来用いられてきた鉄ではなく、アルミや樹脂をボディ

に使用した自動車が増加している。アルミについては、鉄よりも素材としての経済的価値が高く

選別技術も確立されているが、樹脂が主体のボディについては、従来の破砕業では想定して

いなかったこともあり、自動車リサイクル制度において円滑な処理が行われるかどうか検証が必

要との指摘があった。また、自動車製造業者等の責務として、リユース・リサイクルしやすい製品

を製造することが求められていることも踏まえた対応をする必要がある。 
 

 特に炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）については、その処理・リサイクル手法は官民

で研究開発が行われている途上である。現時点では、ＣＦＲＰ製のボディは、スクラップと

しての経済的価値が小さいことや従来の自動車と同様の処理が難しい等の理由で、解

体・破砕が円滑に行われない可能性があることから、まずは自動車製造業者等の責任

の下でリサイクルを行う等、セーフティネットを整備するべき。 

 

（２）自動車リサイクルの国際展開 

自動車リサイクル制度における取組は、資源の有効利用の確保や廃棄物の適正処理により

生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に大きく寄与するものである。使用済自動車の処

理コストが増大し、不法投棄・不適正処理の懸念が高まったことを受け、自動車ユーザーや関

連事業者の理解を得ながら自動車リサイクル制度を構築し、課題の解決を図った我が国の経

験を、今後同様の問題が発生しうる国々に伝えていくことには大きな意義がある。日本から世

界各地に多くの自動車（新車・中古車）が輸出されていることを踏まえると、国際的な課題として

捉えるべきである。 

また、現在でも中古部品の輸出業者を中心に海外への事業展開が図られているが、高い技

能を持つ我が国の関連事業者やリサイクルシステム構築に知見のある事業者が国際的に事業

を展開することや、諸外国の人材を受入れて技能を伝達することは、現地における適正処理の

拡大や資源の有効利用の促進の観点で、相手先国においてもメリットがあるものと考えられる。 
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 発展途上国等の自動車リサイクルに関する社会的課題の解決に向けて、我が国の知見

を伝えていくなどして、積極的に貢献していくべき。 

 同時に、高い技能を持つ我が国の関連事業者等の海外進出を促進していくべき。 

 



  

1 
 

指定法人の費用について 

 

１．現行の指定法人業務の費用負担の考え方 

指定法人業務に関する費用負担の基本的な考え方は、平成16年3月開催の第6回産業構造審議会・

中央環境審議会合同会議において整理され、指定管理法人業務に関する費用は、ユーザーが支払う資

金管理料金及び情報管理料金に加え、自動車製造業者等が自主的に負担している。【別紙参考１】 

 

（１）指定法人業務のイニシャルコスト 

自動車製造業者等は、自動車リサイクル制度において中心的な役割を果たすべき存在として、資金管

理や電子マニフェスト制度等に要する情報システムのプログラム構築費用と 2005 年までの指定法人の

施行準備に要する人件費等のイニシャルコスト約 142 億円について全額負担。 

 

（２）資金管理法人のランニングコスト 

自動車所有者にはリサイクル料金以外に資金管理法人に関するランニングコストを資金管理料金とし

て負担いただくが、自動車製造業者等は、①新たな自動車リサイクル制度の中心的役割を果たすべき存

在として基盤的コストを、②リサイクル料金の払渡しを受ける立場として一定のコストを負担する。 

具体的には、 

①資金管理業務に必要な基盤的コストである人件費、施設管理費等は、自動車製造業者等が負担 

②情報システム機器のリース費用やメンテナンス費、外部委託費、通信費、リサイクル料金に関する

普及・広報に必要な費用、といった自動車製造業者等も便益を受ける業務に必要な費用は、自動車

所有者と原則折半として自動車製造業者等が一部負担 

となり、資金管理料金としては、上記②のうち自動車製造業者等が負担した残りの原則折半部分に加え

て、 

③リサイクル料金の預託収受に要する費用（収受事務の委託コストや収受に必要な機器のリース費用、

預託確認に必要な国土交通省等からの情報の取得に要する費用など）と資金運用に要する費用 

④資金管理法人の独立性・公開性の確保（資金管理業務諮問委員会や外部監査等）に要する費用 

が含まれる。 

 

（３）情報管理センターのランニングコスト 

自動車所有者にはリサイクル料金以外に情報管理センターに関するランニングコストを情報管理料金

として負担いただくが、自動車メーカー・輸入業者は、①新たな自動車リサイクル制度の中心的役割を果

たすべき存在として基盤的コストを、②電子マニフェスト情報をリサイクル料金の払い渡し請求のエビデン

スとして利用する立場として一定のコストを負担する。 

具体的には、 

①情報管理業務に必要な基盤的コストである人件費、施設管理費等は、自動車製造業者等が負担 

②情報システム機器のリース費用やメンテナンス費、外部委託費、通信費、電子マニフェスト制度に関

する関係事業者向けの普及に必要な費用、といった自動車製造業者等も便益を受ける業務に必要

な費用は、自動車所有者と原則折半として自動車製造業者等が一部負担 

と整理される。 

 

  

別紙 
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２．現行の費用負担額（平成 25 年度決算ベース） 

（１）ユーザー全額負担分（資金管理法人） 

○リサイクル料金の預託収受に要する費用と資金運用に要する費用【１２．３億円】 
費用 内容 金額（千円） 

新車購入時・引取時預託手数料等・・・① 

 新車購入時預託関連 
 

新車購入時預託委託手数料 
リサイクル料金の預託関連業務に対するディー
ラー等への委託手数料 

873,792 

リサイクル料金等収納手数料（新車
分） 

資金管理法人がコンビニ等を通じてリサイクル料
金を収受する際に発生する手数料 

1,445 

印刷物作成・送付費（新車分） リサイクル券の増刷・発送費用等 28,208 
引取時預託関連 
 

引取時預託委託手数料 
リサイクル料金の預託関連業務に対する引取業
者への委託手数料 

24,084 

リサイクル料金等収納手数料（引
取） 

資金管理法人がコンビニ等を通じてリサイクル料
金を収受する際に発生する手数料 

10,789 

印刷物作成・送付費（引取） リサイクル券の増刷・発送費用等 3,658 
預託関連その他支出 債権回収業務費用、預託金補填額等 11,699 

登録情報取得費（新車・変更分）・・・② 
預託情報等を管理するために必要な自動車登
録情報等を購入する費用 

259,487 

資金運用管理費用・・・③ 債権資産管理業務に要する費用 2,914 
債権回収業務関連費用・・・④ 債権回収業務に係る施設管理費等 3,476 
消費税 消費税納付額（②を含む） 7,282 

○独立性・公開性の確保に要する費用【０．２億円】 

費用 内容 金額（千円） 

監査・委員会運営等費用・・・⑤ 

 監査費用・税理士顧問料等 会計監査費用・税理士顧問料等 23,132 

 委員会運営費 資金管理業務諮問委員会等の開催費 968 
 

（２）ユーザー・自動車製造業者等折半分（資金管理法人・情報管理センター）【１９．５億円】 

費用 内容 金額（千円） 

システム改修・保守費用・・・⑥ 

 資金管理法人分合計 システム改修・保守費等 1,197,471 

 情報管理センター分合計 システム改修・保守費等 750,637 
 

（３）自動車製造業者等全額負担分（資金管理法人・情報管理センター）【４．４億円】 
 費用 内容 金額（千円） 

指定法人業務に係る人件費・施設管理費・・・⑦ 
 資金管理業務 
  人件費 役職員の報酬・給与・福利厚生費等 195,629 
 施設管理費等 事務所賃借料等 44,397 
 財団運営費等の資金管理法

人負担分 
事務統括部の人件費・施設管理費等 62,091 

 情報管理センター 
  人件費 役職員の報酬・給与・福利厚生費等 84,030 
 施設管理費 事務所賃借料等 15,025 
 財団運営費等の情報管理セン

ター負担分 
事務統括部の人件費・施設管理費等 35,932 

※平成 25 年度ＪＡＲＣ決算資料より経済産業省作成 
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３．指定法人業務の費用分担の検討 

 指定法人業務（資金管理法人・情報管理センター）の費用分担に関しては、法施行後 5 年目に検討され、

自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（平成22年1月）において「現在、自動車

リサイクル制度において中心的な役割を果たすべき存在として、自動車製造業者等は資金管理法人及

び情報管理法人のランニングコストのうち基盤的経費の全額と事業費等の半額を負担しているところで

ある。法制度の立ち上げ期を経た今もなお、この役割は変わっておらず、引き続き現行どおりの分担とす

べきである。ただし、その細部については、上記を原則としつつも、効率性の観点から実情に応じ判断さ

れることとなる。」とされた。【別紙参考２】 

この費用分担の考え方に基づき指定法人の業務運営は引き続き行われており、10 年間の制度運営の

結果、業務運営の安定化・効率化が図られている。ユーザー及び自動車製造業者等が指定法人の業務

運営により受ける便益や自動車リサイクル制度において果たすべき役割を踏まえて、改めて費用分担の

あり方を検討してはどうか。 

 指定法人の費用項目について、ユーザー及び自動車製造業者等が指定法人の業務運営により受ける

便益及び自動車リサイクル制度において果たすべき役割に関して、論点を示す。 

 
項目 

金額 
（千円） 

現行の考え方 論点 

ユ
ー
ザ
ー
全
額
負
担
分 

①新車購入時・引
取時預託手数料
等 

953,675 

自動車製造業者等
が負担する費用で
ない費用を、ユーザ
ーが負担する 

リサイクル料金の預託は、制度上、ユーザーが資金管理法人に
行うこととされているが、ユーザーに代わってディーラー等が資
金管理法人に預託する業務を行っているため、ディーラー等に
手数料が支払われている。こうした手数料は、引き続き、ユーザ
ーが便益を受け、ユーザーが負担すべき費用と考えられるか。
※当該手数料額については、４．において後述する。 

②登録情報取得
費（新車・変更分） 

259,487 
情報管理を行うに当たって必須の費用であり、適切な情報管理
を通じて、ユーザー及び自動車製造業者等の双方が便益を受
け、双方が負担すべき費用と考えられるか。 

③資金運用管理
費用 

2,914 

ユーザーから受け取ったリサイクル料金を管理・運用するため
に必要な費用であり、適切にリサイクル料金が管理・運用される
ことを通じて、ユーザー及び自動車製造業者等の双方が便益を
受け、双方が負担すべき費用と考えられるか。 

④債権回収業務
関連費用 

3,476 

ユーザーから預託されたリサイクル料金が倒産等の理由で預託
されなかった場合等の債権回収に要する費用であり、ユーザー
及び自動車製造業者等の双方が便益を受け、双方が負担すべ
き費用と考えられるか。 

⑤監査・委員会運
営等費用 

24,100 

指定法人業務が、自動車製造業者等を含む自動車リサイクル
に係る関係主体に対して中立的な業務運営を担保するための
費用であり、その目的を達成する上では、引き続きユーザーに
負担を求める必要のある費用と考えられるか。 

折
半 

⑥システム改修・
保守費用 

1,948,108 

自動車製造業者等
は、リサイクル料金
の払渡しを受ける立
場として、ユーザー
と共に一定のコスト
を負担する 

情報システムの更新や管理に必要な費用であり、適切な情報管
理を通じて、ユーザー及び自動車製造業者等の双方が便益を
受け、双方が負担すべき費用と考えられるか。 

メ
ー
カ
ー
等
負
担
分 

⑦指定法人業務
に係る人件費・施
設管理費（純粋管
理部門を除く） 

339,081 自動車リサイクル制
度の中心的役割を
果たすべき自動車
製造業者等が、基
盤的コストとして全
額負担する 

指定法人の業務運営を通じ適切な資金管理や情報管理、問い
合わせへの対応等、ユーザー、自動車製造業者等の双方が便
益を受け、自動車製造業者等に加えてユーザーにも負担を求め
るべき費用と考えられるか。 

⑦指定法人業務
に係る人件費・施
設（純粋管理部
門） 

98,023 

指定法人業務を支える純粋管理部門の人件費・施設管理費に
ついては、ユーザーに負担を求める指定法人業務ではなく、引
き続き自動車製造業者等の負担が必要な費用と考えられるか。 



4 

 

４．費用の精査及びチェック機能の強化 

 制度開始から 10 年を経て業務内容が安定化・効率化してきたことを踏まえ、改めてＪＡＲＣが支出する

費用を精査するべきではないか。その際、費用分担の見直しを行った場合にも、ユーザー及び自動車製

造業者等の費用負担が減少するような見直しがなされるべきではないか。 

例えば、リサイクル料金の預託時の手数料については、ディーラー等における預託業務の効率化や通

信環境の変化等を踏まえ、費用の見直しが可能ではないか。 

 

また、ＰＤＣＡサイクルの強化を通じて全体のコスト低減を目指すとともに、関係主体間の情報共有の

円滑化やデータの活用等の観点からサービス向上を図るなど、ＪＡＲＣが蓄積した情報・知識・能力を自

動車リサイクル制度全体に還元していくべきではないか。 

 

○ＰＤＣＡサイクルの構築を通じた内外部からの評価（第 39 回合同会議資料より抜粋） 

 

 

 
事業報告書（法定）における評価 

 事業計画書の記載事項について、 

評価を実施 

 

 
事業計画書（法定）における目標設定 

 業務内容や年度の取組の明確化 

 サービス向上・効率化目標の設定等 
Plan 

※事業計画書は、資金管理業務諮問委員会、 

理事会及び評議員会で審査・決定される 

※事業報告書は、資金管理業務諮問委員会、 

理事会及び評議員会で審査・決定される 

 業務の執行 Do  評価を踏まえた

改善の実施 
 

 

 

 

 

Check 

Action 
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資料４
指定法人業務に関する費用負担の基本的考え方について

【Ⅰ．自動車リサイクル法における前提等】

１．自動車リサイクル法においては、自動車メーカー・輸入業者が行うＡＳＲ、
エアバッグ類の再資源化及びフロン類の破壊に要する費用については、リサイ
クル料金として自動車の所有者に負担いただく制度となっている。
リサイクル料金は、原則新車販売時に資金管理法人に預託されて安全・確実

に管理運用され、自動車メーカー・輸入業者がＡＳＲ等を引き取って再資源化
等を行う際に自動車メーカー・輸入業者にその運用益とともに払い渡される仕
組み。

２．さらに、自動車リサイクル法上、指定法人である資金管理法人・情報管理セ
ンター・指定再資源化機関（いずれも（財）自動車リサイクル促進センターが
既に指定されている）の業務運営に必要な費用については、

○資金管理法人は、リサイクル料金本体とは別に （当該リサイクル料金を預、
け入れる立場である）自動車所有者に資金管理業務に要する費用を請求する
ことが可能となっている（資金管理料金：国の認可 。）

※その他、中古車輸出時の返還に係る事務コストは、受益者たる申請者から返還手数料（国

の認可）を徴収する仕組み。

○情報管理センターは、リサイクル料金本体とは別に （排出者として適正な、
再資源化・処理の確保に必要な費用について一定の責任を持つ立場であり、
かつ電子マニフェストによる解体情報を解体抹消登録・自動車重量税還付等
のエビデンスとして利用する立場である）自動車所有者から、電子マニフェ
スト制度に係る情報管理業務に要する費用を資金管理法人経由で得ることが
可能となっている（情報管理料金：国の認可 。）

※その他、移動報告（電子マニフェスト）に関して、関連事業者が書面での代行入力、書面

等での閲覧等を申請する場合については、受益者たる当該申請者から手数料（国の認可）

を徴収する仕組み。

○指定再資源化機関は、セーフティーネット機能として様々な業務を行うが、
例えば、小規模メーカー・輸入業者から委託を受けて再資源化等を行う業務
（１号業務）に要する費用は当該事業者からの委託費用で賄い、自治体等へ
の出えんなど離島・不法投棄対策事業（３～５号業務）に必要な原資につい
ては、廃車ガラ輸出や返還申請のない中古車輸出等によって結果的に生じる
リサイクル料金の剰余金を活用することとなっている。

KMAE5428
タイプライターテキスト

KMAE5428
タイプライターテキスト
　　　　別紙参考１

KMAE5428
タイプライターテキスト

KMAE5428
タイプライターテキスト

KMAE5428
タイプライターテキスト

KMAE5428
長方形

KMAE5428
タイプライターテキスト

KMAE5428
タイプライターテキスト

KMAE5428
タイプライターテキスト
平成16年3月第6回合同会議資料
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※その他、義務者たる自動車メーカー・輸入業者が不存在の場合等で自らがこれに代わって

再資源化等を行う場合は、原則自動車所有者が負担するリサイクル料金で対応し、また、

主に自治体以外の者から廃車ガラ等の再資源化等の委託を受ける場合は受益者たる当該者

からの委託料金で賄う仕組み。

３．他方、自動車メーカー・輸入業者は、新たな自動車リサイクル制度において
中心的な役割を果たすべき存在として、上記指定法人業務に必要なイニシアル
コスト及び一定のランニングコストを負担することについて、これまでの審議
会等における議論において関係者の共通理解となっているところ。
この共通理解に基づき、すでに、資金管理や電子マニフェスト制度等に要す

る情報システムのプログラム構築費用と今年度までの指定法人の施行準備に要
する人件費等のイニシアルコストについては、自動車メーカー・輸入業者が負
担を行っている。

【Ⅱ．ランニングコストについての具体的な費用負担の考え方】

上記を踏まえ、関係者間で詳細を検討してきたところ、詳細以下のとおりと
整理される。

１．資金管理法人のランニングコスト

○自動車所有者にはリサイクル料金以外に資金管理法人に関するランニングコ
ストを資金管理料金として負担いただくことになるが、自動車メーカー・輸
入業者は、①新たな自動車リサイクル制度の中心的役割を果たすべき存在と
して基盤的コストを、②リサイクル料金の払渡しを受ける立場として一定の
コストを負担する。

○具体的には、
①資金管理業務に必要な基盤的コストである人件費、施設管理費等は、自
動車メーカー・輸入業者が負担

、 、 、②情報システム機器のリース費用やメンテナンス費 外部委託費 通信費
リサイクル料金に関する普及・広報に必要な費用、といった自動車メー
カー・輸入業者も便益を受ける業務に必要な費用は、自動車所有者と原
則折半として自動車メーカー・輸入業者が一部負担

となり、
資金管理料金としては、上記②のうち自動車メーカー・輸入業者が負担した
残りの原則折半部分に加えて
③リサイクル料金の預託収受に要する費用（収受事務の委託コストや収受
に必要な機器のリース費用、預託確認に必要な国土交通省等からの情報
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の取得に要する費用など）と資金運用に要する費用
④資金管理法人の独立性・公開性の確保（資金管理業務諮問委員会や外部
監査等）に要する費用

が含まれることとなる。

※ただし、将来的にリサイクル料金の剰余金が離島・不法投棄対策などの必
要量を超えて相当程度生じる場合には、情報システムの大規模な改造など
もありうることから、上記②の費用に関して当該剰余金が充当されること
についても視野に入れていくこととする。

２．情報管理センターのランニングコスト

○自動車所有者にはリサイクル料金以外に情報管理センターに関するランニン
グコストを情報管理料金として負担いただくことになるが、自動車メー
カー・輸入業者は、①新たな自動車リサイクル制度の中心的役割を果たすべ
き存在として基盤的コストを、②電子マニフェスト情報をリサイクル料金の
払い渡し請求のエビデンスとして利用する立場として一定のコストを負担す
る。

○具体的には、
①情報管理業務に必要な基盤的コストである人件費、施設管理費等は、自
動車メーカー・輸入業者が負担

、 、 、②情報システム機器のリース費用やメンテナンス費 外部委託費 通信費
電子マニフェスト制度に関する関係事業者向けの普及に必要な費用、と
いった自動車メーカー・輸入業者も便益を受ける業務に必要な費用は、
自動車所有者と原則折半として自動車メーカー・輸入業者が一部負担

と整理されることになる。

※ただし、将来的にリサイクル料金の剰余金が離島・不法投棄対策などの必
要量を超えて相当程度生じる場合には、情報システムの大規模な改造など
もありうることから、上記②の費用に関して当該剰余金が充当されること
についても視野に入れていくこととする。

、 、※なお 電子マニフェストシステムにアクセスするための通信料については
各関係事業者に、自らの役割・義務を果たすための必要費用として負担を
いただくことになる。

以 上
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指定法人業務に関する費用負担の基本的考え方（まとめ図）

【イニシアルコスト】

資 金 管
理法人

資金管理や電子マニフェスト制度等に
情 報 管 要する情報システムのプログラム構築費 自動車メーカー・
理 セ ン 用と今年度までの指定法人の施行準備に 輸入業者が負担
ター 要する人件費等

指 定 再
資 源 化
機関

【ランニングコスト】

①資金管理業務に必要な基盤的コストで
ある人件費、施設管理費等

自動車メーカー・
資 金 管 ②情報システム機器のリース費用やメン 輸入業者が負担
理法人 テナンス費、外部委託費、通信費、リ

サイクル料金に関する普及・広報に必
要な費用〔自動車メーカー・輸入業者
と資金管理料金で原則折半〕

③リサイクル料金の預託収受に要する費 資金管理料金
用と資金運用に要する費用

④独立性・公開性の確保に要する費用

①情報管理業務に必要な基盤的コストで
ある人件費、施設管理費等 自動車メーカー・

情 報 管 輸入業者が負担
理 セ ン ②情報システム機器のリース費用やメン
ター テナンス費、外部委託費、通信費、電

子マニフェスト制度に関する関係事業
者向けの普及に必要な費用〔自動車 情報管理料金
メーカー・輸入業者と情報管理料金で
原則折半〕

※ただし、将来的にリサイクル料金の剰余金が離島・不法投棄対策などの必要量を超えて相
当程度生じる場合には、情報システムの大規模な改造などもありうることから、上記②の

。費用に関して当該剰余金が充当されることについても視野に入れていくこととする



  

前回見直し時（平成 22 年１月）における整理について 

 

○自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（抄） 

（平成 22 年１月 産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会合同会議） 
 

第３章 個別課題への具体的な対策 

３．自動車リサイクル制度の安定的な運用 

（３）指定法人業務及びシュレッダーダスト再資源化体制の更なる効率化及び役割分担 

・ 自動車リサイクル制度施行の一端を担う指定法人業務は安定かつ円滑な施行が求められるが、

一方で、ユーザー及び自動車製造業者等の費用負担により運営されており、その効率化が求め

られるものである。指定法人の運営については、法施行後、効率化が図られているが、引き続き

効率化の努力を行う必要がある。また、現在、自動車リサイクル制度において中心的な役割を

果たすべき存在として、自動車製造業者等は資金管理法人及び情報管理法人のランニングコス

トのうち基盤的経費の全額と事業費等の半額を負担しているところである。法制度の立ち上げ期

を経た今もなお、この役割は変わっておらず、引き続き現行どおりの分担とすべきである。ただし、

その細部については、上記を原則としつつも、効率性の観点から実状に応じ判断されることとな

る。 

・ シュレッダーダストの再資源化体制については、効率性の観点から１チームへの統合を求める

声もある一方、競争効果の観点から、現状を維持すべきとの指摘がなされている。このため、現

状では、当面２チーム制が維持されることとなるが、今後、中長期的な効率性、発展性の観点か

ら、必要に応じ改めて検討されるべきである。 

別紙参考２ 
 




